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(57)【要約】
【課題】コンピュータとネットワークとの間でデータを
通信するためのコンピュータ・コンポーネントを提供す
る。
【解決手段】コンピュータ・コンポーネントは、（ａ）
コンピュータおよびネットワークの少なくとも１つから
第１データを受信するために形成され、その第１データ
を２またはそれ以上の部分に分割するために形成された
デュアル・バンド管理コンポーネント、（ｂ）デュアル
・バンド・モジュールに電気的に結合され、第１のワイ
ヤレス標準規格に従って、その２またはそれ以上の部分
の第１部分を送信するために形成された第１ネットワー
ク・アダプタ、および（ｃ）デュアル・バンド・モジュ
ールに電気的に結合され、第２のワイヤレス標準規格に
従って、その２またはそれ以上の部分の第２部分を送信
するために形成された第２ネットワーク・アダプタを含
む。第１のワイヤレス標準規格は、第２のワイヤレス標
準規格と異なることがある。他の実施例がここに開示さ
れる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータとネットワークとの間でデータを通信するためのコンピュータ・コンポー
ネントにおいて、
　前記コンピュータおよび前記ネットワークの少なくとも１つから第１データを受信する
ために形成され、かつ前記第１データを２またはそれ以上の部分に分割するために形成さ
れたデュアル・バンド管理コンポーネントと、
　前記デュアル・バンド・モジュールに電気的に結合され、第１のワイヤレス標準規格に
従って、前記２またはそれ以上の部分の第１部分を送信するために形成された第１ネット
ワーク・アダプタと、
　前記デュアル・バンド・モジュールに電気的に結合され、第２のワイヤレス標準規格に
従って、前記２またはそれ以上の部分の第２部分を送信するために形成された第２ネット
ワーク・アダプタと、
　から構成され、
　前記第１のワイヤレス標準規格は、前記第２のワイヤレス標準規格と異なり、
　前記データは、前記第１データを含む、
　ことを特徴とするコンピュータ・コンポーネント。
【請求項２】
　前記２またはそれ以上の部分の前記第１部分および前記第２部分のサイズは、前記第１
ネットワーク・アダプタおよび前記第２ワイヤレス・アダプタのいずれかのスループット
に比例し、
　前記デュアル・バンド管理コンポーネントは、前記２またはそれ以上の部分の前記第１
部分を前記第１ネットワーク・アダプタへ供給し、前記２またはそれ以上の部分の前記第
２部分を前記第２ネットワーク・アダプタへ供給するためにさらに形成される、
　ことを特徴とする請求項１記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項３】
　前記第１ネットワーク・アダプタは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格に従って、前記
２またはそれ以上の部分の前記第１部分を送信するために形成され、
　前記第１のワイヤレス標準規格は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格である、
　ことを特徴とする請求項１または２記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項４】
　前記第２ネットワーク・アダプタは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ標準規格に従って、前記
２またはそれ以上の部分の前記第２部分を送信するために形成され、
　前記第２のワイヤレス標準規格は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ標準規格である、
　ことを特徴とする請求項１、２、または３記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項５】
　前記第２ネットワーク・アダプタは、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ標準規格に従って、
前記２またはそれ以上の部分の前記第２部分を送信するために形成され、
　前記第２のワイヤレス標準規格は、前記ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ標準規格である、
　ことを特徴とする請求項１、２、または３記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項６】
　前記第１ネットワーク・アダプタおよび前記第２ネットワーク・アダプタは、同じ周波
数帯で送信し受信するために形成される、
　ことを特徴とする先行する請求項のいずれか記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項７】
　前記第１ネットワーク・アダプタは、約５，７２５から５，８７５メガヘルツの間の少
なくとも１つの周波数上で前記２またはそれ以上の部分の第１部分を送信するために形成
される、
　ことを特徴とする請求項１、２、３、または６記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項８】
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　前記第２ネットワーク・アダプタは、約２，４００から２，５００メガヘルツの間の少
なくとも１つの周波数上で前記２またはそれ以上の部分の前記第２部分を送信するために
形成される、
　ことを特徴とする請求項７記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項９】
　前記第２ネットワーク・アダプタは、約５，７２５から５，８７５メガヘルツの間の少
なくとも１つの周波数上で前記２またはそれ以上の部分の前記第２部分を送信するために
形成される、
　請求項７記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項１０】
　前記コンピュータ・コンポーネントは、ルータである、
　ことを特徴とする先行する請求項のいずれか記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項１１】
　前記コンピュータ・コンポーネントは、ワイヤレス・アクセス・ポイントである、
　ことを特徴とする先行する請求項のいずれか記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項１２】
　前記コンピュータ・コンポーネントは、ネットワーク・インターフェイス・カードであ
る、
　ことを特徴とする先行する請求項のいずれか記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項１３】
　前記第１ネットワーク・アダプタは、前記第１のワイヤレス標準規格に従って、第２デ
ータの第１部分を受信するためにさらに形成され、
　前記第２ネットワーク・アダプタは、前記第２のワイヤレス標準規格に従って、第２デ
ータの第２部分を受信するためにさらに形成され、
　前記データは、前記第２データを含む、
　ことを特徴とする先行する請求項のいずれか記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項１４】
　前記第１ネットワーク・アダプタは、前記第２データの前記第１部分を前記デュアル・
バンド通信モジュールに伝えるために形成され、
　前記第２ネットワーク・アダプタは、前記第２データの前記第２部分を前記デュアル・
バンド通信モジュールに伝えるために形成され、
　前記デュアル・バンド管理コンポーネントは、前記第１ネットワーク・アダプタから受
信した前記第２データの前記第１部分、および前記第２ワイヤレス・アダプタから受信し
た前記第２データの前記第２部分に基づいて前記第２データを組み立てるために形成され
る、
　ことを特徴とする請求項１３記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項１５】
　前記デュアル・バンド管理コンポーネントは、
　前記コンピュータおよび前記ネットワークの少なくとも１つからの前記第１データを受
信するために形成されたネットワーク通信モジュールと、
　前記第１データを前記第１データの前記２またはそれ以上の部分に分割するために形成
されたデータ分割モジュールと、
　前記第１ネットワーク・アダプタおよび前記第２ネットワーク・アダプタの利用可能な
帯域幅を計算し、かつ前記第１ネットワーク・アダプタおよび前記第２ネットワーク・ア
ダプタの前記利用可能な帯域幅を前記データ分割モジュールに伝えるために形成されたア
ベイラビリティ・モジュールと、
　前記第１データの前記２またはそれ以上の部分の前記第１部分を前記第１ネットワーク
・アダプタへ、および前記第１データの前記２またはそれ以上の部分の前記第２部分を前
記第２ネットワーク・アダプタへ伝えるために形成されたデータ通信モジュールと、
　前記第２データの前記第１部分および前記第２データの前記第２部分を組み合せ、前記
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第２データの完全なコピーを再構成するために形成されたデータ・アセンブリ・モジュー
ルと、
　から構成され、
　前記コンピュータ通信モジュールは、前記第２データの前記完全なコピーを前記コンピ
ュータおよび前記ネットワークの少なくとも１つへ伝えるためにさらに形成される、
　ことを特徴とする請求項１４記載のコンピュータ・コンポーネント。
【請求項１６】
　コンピュータをネットワークへ結合するために適応したネットワーク・インターフェイ
ス・カードにおいて、
　第１ワイヤレス送信機と、
　第２ワイヤレス送信機と、
　第１ワイヤレス受信機と、
　第２ワイヤレス受信機と、
　第１データの第１セグメントを前記第１ワイヤレス送信機へ、および前記第１データの
第２セグメントを前記第２ワイヤレス送信機へ伝えるために形成されたデュアル・バンド
管理コンポーネントと、
　から構成され、
　前記第１ワイヤレス送信機は、第１のワイヤレス標準規格に従って、前記第１データの
前記第１セグメントをワイヤレスに送信するために形成され、
　前記第１ワイヤレス受信機は、前記第１のワイヤレス標準規格に従って、第２データの
第１部分をワイヤレスに受信するために形成され、
　前記第２ワイヤレス送信機は、第２のワイヤレス標準規格に従って、前記第１データの
前記第２セグメントをワイヤレスに送信するために形成され、
　前記第２ワイヤレス受信機は、前記第２のワイヤレス標準規格に従って、前記第２デー
タの第２部分をワイヤレスに受信するために形成される、
　ことを特徴とするネットワーク・インターフェイス・カード。
【請求項１７】
　コンピュータとネットワークとの間でデータを通信するためのコンピュータ・コンポー
ネントにおいて、
　前記コンピュータおよび前記ネットワークの少なくとも１つから第１データを受信する
ために形成され、前記第１データを２またはそれ以上の部分に分割するために形成された
デュアル・バンド管理コンポーネントと、
　前記デュアル・バンド・モジュールに電気的に結合され、第１のワイヤレス標準規格に
従って、前記２またはそれ以上の部分の第１部分を第１周波数帯で送信するために形成さ
れた第１ネットワーク・アダプタと、
　前記デュアル・バンド・モジュールに電気的に結合され、前記第１のワイヤレス標準規
格に従って、前記２またはそれ以上の部分の第２部分を第２周波数帯で送信するために形
成された第２ネットワーク・アダプタと、
　から構成され、
　前記第１のワイヤレス標準規格は、前記第２のワイヤレス標準規格と異なり、
　前記データは、前記第１データを含む、
　ことを特徴とするコンピュータ・コンポーネント。
【請求項１８】
　コンピュータをネットワークへ結合するために適応したネットワーク・インターフェイ
ス・カードにおいて、
　第１ワイヤレス送信機と、
　第２ワイヤレス送信機と、
　第１ワイヤレス受信機と、
　第２ワイヤレス受信機と、
　第１データの第１セグメントを前記第１ワイヤレス送信機へ、および前記第１データの
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第２セグメントを前記第２ワイヤレス送信機へ伝えるために形成されたデュアル・バンド
管理コンポーネントと、
　から構成され、
　前記第１ワイヤレス送信機は、第１のワイヤレス標準規格に従って、前記第１データの
前記第１セグメントを第１周波数帯でワイヤレスに送信するために形成され、
　前記第１ワイヤレス受信機は、前記第１のワイヤレス標準規格に従って、第２データの
第１部分を前記第１周波数帯でワイヤレスに受信するために形成され、
　前記第２ワイヤレス送信機は、第１のワイヤレス標準規格に従って、前記第１データの
前記第２セグメントを第２周波数帯でワイヤレスに送信するために形成され、
　前記第２ワイヤレス受信機は、前記第１のワイヤレス標準規格に従って、前記第２デー
タの第２部分を前記第２周波数帯でワイヤレスに受信するために形成される、
　ことを特徴とするネットワーク・インターフェイス・カード。
【請求項１９】
　前記第１ワイヤレス送信機は、約５，７２５から５，８７５メガヘルツの間の少なくと
も１つの周波数で送信するために形成され、
　前記第１ワイヤレス受信機は、約５，７２５から５，８７５メガヘルツの間の少なくと
も１つの周波数を受信するために形成され、
　前記第１周波数帯は、約５，７２５から５，８７５メガヘルツである、
　ことを特徴とする請求項１８記載のネットワーク・インターフェイス・カード。
【請求項２０】
　前記第２ワイヤレス送信機は、約２，４００から２，５００メガヘルツの間の少なくと
も１つの周波数で送信するために形成され、
　前記第２ワイヤレス受信機は、約２，４００から２，５００メガヘルツの間の少なくと
も１つの周波数を受信するために形成され、
　前記第２周波数帯は、約２，４００から２，５００メガヘルツである、
　ことを特徴とする請求項１９記載のネットワーク・インターフェイス・カード。
【請求項２１】
　前記デュアル・バンド管理コンポーネントは、
　第１データを１またはそれ以上のコンピュータ・プログラムから受信するために形成さ
れたコンピュータ通信モジュールであって、前記１またはそれ以上のコンピュータ・プロ
グラムは前記コンピュータ上で実行される、コンピュータ通信モジュールと、
　前記第１データを少なくとも前記第１セグメントおよび前記第２セグメントに分割する
ために形成されたデータ分割モジュールと、
　前記第１ワイヤレス送信機および前記第２ワイヤレス送信機の利用可能な帯域幅を計算
し、前記第１ワイヤレス送信機および前記第２ワイヤレス送信機の前記利用可能な帯域幅
を前記データ分割モジュールに伝えるために形成された帯域幅計算モジュールと、
　前記第１データの前記第１セグメントを前記第１ワイヤレス送信機に伝え、前記第２デ
ータの第２セグメントを前記第２ワイヤレス送信機に伝えるために形成されたデータ通信
モジュールと、
　から構成され、
　前記データ分割モジュールは、前記第２セグメントに対する前記第１セグメントの相対
的なサイズが前記第１送信機および前記第２送信機の前記利用可能な帯域幅にそれぞれ比
例するように前記第１データを分割するために形成される、
　ことを特徴とする請求項１８、１９、または２０記載のネットワーク・インターフェイ
ス・カード。
【請求項２２】
　前記デュアル・バンド管理コンポーネントは、
　前記第２データの第２部分および第１部分を組み合せ、前記第２データの完全なコピー
を再構成するデータ・アセンブリ・モジュールをさらに含み、
　前記デュアル・バンド管理コンポーネントは、前記第１ワイヤレス受信機から前記第２
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データの前記第１部分を、および前記第２ワイヤレス受信機から前記第２データの第２部
分を受信するためにさらに形成され、
　前記コンピュータ通信モジュールは、前記第２データの前記完全なコピーを前記１また
はそれ以上のコンピュータ・プログラムに伝えるためにさらに形成される、
　ことを特徴とする請求項２１記載のネットワーク・インターフェイス・カード。
【請求項２３】
　２つの電子装置間でデータを伝送する方法において、
　第１データを前記２つの電子装置の第１装置から受信する段階と、
　前記第１データを少なくとも第１セグメントおよび第２セグメントに分割する段階と、
　第１のワイヤレス標準規格に従って、前記第１セグメントを前記２つの電子装置の第２
装置への送信する段階と、
　第２のワイヤレス標準規格に従って、前記第２セグメントを前記２つの電子装置の第２
装置への送信する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　前記第１セグメントを送信する段階は、
　　前記第１のワイヤレス標準規格に従い、第１ネットワーク・アダプタを使用して前記
第１セグメントを前記２つの電子装置の前記第２装置に伝える段階を含み、
　前記第２セグメントを送信する段階は、
　　前記第２のワイヤレス標準規格に従い、第２ネットワーク・アダプタを使用して前記
第２セグメントを前記２つの電子装置の前記第２装置に伝える段階を含む、
　ことを特徴とする請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１のワイヤレス標準規格に従って、第３データを前記２つの電子装置の前記第２
装置から受信する段階と、
　前記第２のワイヤレス標準規格に従って、第４データを前記２つの電子装置の前記第２
装置から受信する段階と、
　前記第３データおよび第４データを第５データに組み合わせる段階と、
　前記第５データを前記２つの電子装置の前記第１装置に伝える段階と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項２３または２４記載の方法。
【請求項２６】
　２つの電子装置間でデータを伝送する方法において、
　第１データを２つの電子装置の第１装置から受信する段階と、
　前記第１データを少なくとも第１セグメントおよび第２セグメントに分割する段階と、
　第１のワイヤレス標準規格に従って、前記第１セグメントを第１周波数帯で前記２つの
電子装置の第２装置へ送信する段階と、
　第１のワイヤレス標準規格に従って、前記第２セグメントを第２周波数帯で前記２つの
電子装置の第２装置へ送信する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に電気装置に関し、さらに詳しくはコンピュータとネットワークとの間
でデータを通信するためのワイヤレス・コンピュータ・コンポーネント、およびそれを使
用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
 [関連出願のクロスリファレンス]
　本出願は、２００７年６月２２日に出願され、マルチ無線チャネル・ボンディングと題
する米国仮出願６０／９３６，８７０の優先権の利益を主張する。
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【０００３】
　コンピュータとインターネットとの間で伝送されるデータ量は毎年増加している。例え
ば、ユーザは、ホーム・コンピュータを使用して、より大きなビデオおよびオーディオ・
ファイルをアップロードおよびダウンロードする。同時に、ワイヤレス・ネットワークは
、家庭とオフィスの標準規格ネットワークとして有線ネットワークに取って代わろうとし
ている。
【０００４】
　しかしながら、家庭またはオフィスの標準規格ワイヤレス・ネットワークの帯域幅は、
標準規格の有線ネットワークの帯域幅よりかなり狭い。例えば、電気電子学会（ＩＥＥＥ
）の８０２．１１ａ標準規格および５ギガヘルツの周波数帯を使用するワイヤレス・ネッ
トワーク接続は、５４メガビット／秒の帯域幅を有する。ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ標準規
格および２．４ギガヘルツの周波数帯を使用するワイヤレス・ネットワーク接続は、１１
メガビット／秒の帯域幅を有する。一方で、ＩＥＥＥ８０２．３標準規格を使用する高速
イーサネット（登録商標）（例えば、１００ＢＡＳＥ－Ｔ）接続の帯域幅は、１００メガ
ビット／秒の帯域幅を有し、また、ＩＥＥＥ８０２．３ｚ標準規格を使用するギガビット
・イーサネット（登録商標）（例えば、１０００ＢＡＳＥ－Ｘ）接続の帯域幅は、毎秒１
ギガビットの帯域幅を有する。その帯域幅の差は、家庭とオフィスのワイヤレス・ネット
ワークのユーザにフラストレーションと苛立ちをもたらすことになる。
【０００５】
　従って、ワイヤレス・ネットワークのために、利用可能な帯域幅を増加させる機器、装
置あるいはシステムに対する必要性あるいは潜在的な利益が存在する。
【発明の開示】
【０００６】
　実施例の理解を容易にするために、以下の図面が提供される。
【０００７】
　図示の簡潔性および明瞭性のために、図面は一般的な手法で描かれており、また、周知
の特徴および技術の記述およびその詳細は、発明を不必要に不明瞭にしないようにするた
めに省略される。加えて、図面中の要素は、必ずしも実寸どおりではない。例えば、図面
中のいくつかの要素の寸法は他の要素に比べて誇張され、本発明の実施例の理解を容易に
する。異なる図面中の同じ参照番号は、同じ要素を示す。
【０００８】
　詳細な説明および特許請求の範囲における用語「第１」、「第２」、「第３」、「第４
」および同様の表現は、同種の要素を区別するために用いられるに過ぎず、必ずしも連続
または配列の順序を表すものではない。そのように用いられる用語は、適切な状況の下で
交換可能であり、例えば、ここに記述される実施例はここに記述された以外のシーケンス
動作が可能であると理解される。さらに、用語「含む」、「有する」、また、これらのど
のような変形表現も、非排他的な内容をカバーするように意図されるが、一連の要素を含
むプロセス、方法、システム、物品、装置あるいは機器は、必ずしもそれらの要素に制限
されるものではなく、明確には列挙されていないがこのようなプロセス、方法、システム
、物品、装置あるいは機器に固有な他の要素を含んでいてもよい。
【０００９】
　詳細な説明および特許請求の範囲における用語「左」、「右」、「前面」、「後面」「
上面」、「底面」、「の上」、「の下」および同種の用語は、永続的な相対的位置に対し
て用いられるが、必ずしもそうである必要はない。そのように用いられる用語は、適切な
状況の下で交換可能であり、例えば、ここに記述される実施例はここに記述された以外あ
るいは他の方向で動作が可能であると理解される。ここに使用される「システム」は、１
つのコンピュータ・アプリケーションあるいは２またはそれ以上のコンピュータ・アプリ
ケーションに関するものであり、そうでなければ含めることができる。
【００１０】
　用語「結合」、「結合された」、「結合する」および同種の用語は広く理解されており
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、２またはそれ以上の要素または信号を電気的および／または機械的に、直接的あるいは
間接的のいずれかで、介在する回路および／または要素によって２またはそれ以上の要素
あるいは信号を接続することに関する。２またはそれ以上の電気的な要素が直接的あるい
は間接的のいずれかで電気的に結合されても、機械的に結合される必要はないし、また２
またはそれ以上の機械的な要素が直接的あるいは間接的のいずれかで機械的に結合されて
も、電気的に結合される必要もなく、さらに２またはそれ以上の電気的な要素が直接的あ
るいは間接的のいずれかで機械的に結合されても電気的に結合される必要はない。結合は
（単に機械的に、単に電気的に、あるいはその両方であっても）、時間の任意の長さ向け
られてもよい、例えば、永久あるいは半永久あるいは単に瞬間であってもよい。
【００１１】
　「電気的な結合」および同種の表現は広く理解されており、電力信号、データ信号およ
び／または他のタイプの電気信号あるいは電気信号のコンビネーションであってもよく、
あらゆる電気信号を含む結合を含む。「機械的な結合」および同種の表現も広く理解され
ており、すべてのタイプの機械的な結合を含む。
【００１２】
　多くの実施例は、コンピュータとネットワークとの間でデータを通信するためのコンピ
ュータ・コンポーネントに関連する。コンピュータ・コンポーネントは、以下のもの、す
なわち（ａ）コンピュータとネットワークの少なくとも１つから第１データを受信するた
めに形成され、かつ第１データを２またはそれ以上の部分に分割するために形成されたデ
ュアル・バンド管理コンポーネント、（ｂ）デュアル・バンド・モジュールに電気的に結
合され、第１のワイヤレス標準規格に従って２またはそれ以上の部分の第１部分を送信す
るために形成された第１ネットワーク・アダプタ、および（ｃ）デュアル・バンド・モジ
ュールに電気的に結合され、第２のワイヤレス標準規格に従って２またはそれ以上の部分
の第２部分を送信するために形成された第２ネットワーク・アダプタを含む。第１のワイ
ヤレス標準規格は、第２のワイヤレス標準規格と異なっていてもよい。
【００１３】
　同じかあるいは異なる実施例は、コンピュータをネットワークに結合するための適した
ネットワーク・インターフェイス・カードに関連する。ネットワーク・インターフェイス
・カードは、次のもの、すなわち、（ａ）第１ワイヤレス送信機、（ｂ）第２ワイヤレス
送信機、（ｃ）第１ワイヤレス受信機、（ｄ）第２ワイヤレス受信機、および（ｅ）第１
データの第１セグメントを第１ワイヤレス送信機へ、および第１データの第２セグメント
を第２ワイヤレス送信機へ通信するために形成されたデュアル・バンド管理コンポーネン
トを含む。第１ワイヤレス送信機は、第１のワイヤレス標準規格に従って第１データの第
１セグメントをワイヤレスに送信するために形成される。第１ワイヤレス受信機は、第１
のワイヤレス標準規格に従って第２データの第１部分をワイヤレスに受信するために形成
される。第２ワイヤレス送信機は、第２のワイヤレス標準規格に従って第１データの第２
セグメントをワイヤレスに送信するために形成される。第２ワイヤレス受信機は、第２の
ワイヤレス標準規格に従って第２データ第２部分をワイヤレスに受信するために形成され
る。
【００１４】
　いくつかの実施例は、コンピュータとネットワークとの間のデータを通信するためのコ
ンピュータ・コンポーネントに関連する。コンピュータ・コンポーネントは、次のもの、
すなわち、（ａ）コンピュータとネットワークの少なくとも１つからの第１データを受信
するために形成され、第１データを２またはそれ以上の部分に分割するために形成された
デュアル・バンド管理コンポーネント、（ｂ）デュアル・バンド・モジュールに電気的に
結合され、第１のワイヤレス標準規格に従って２またはそれ以上の部分の第１部分を第１
周波数帯で送信するために形成された第１ネットワーク・アダプタ、および（ｃ）デュア
ル・バンド・モジュールに電気的に結合され、第１のワイヤレス標準規格に従って２また
はそれ以上の部分の第２部分を第２周波数帯で送信するために形成された第２ネットワー
ク・アダプタを含む。第１のワイヤレス標準規格は、第２のワイヤレス標準規格と異なっ
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ていてもよい。
【００１５】
　他の実施例は、コンピュータをネットワークに結合するために適したネットワーク・イ
ンターフェイス・カードに関連する。ネットワーク・インターフェイス・カードは、以下
のもの、すなわち（ａ）第１ワイヤレス送信機、（ｂ）第２ワイヤレス送信機、（ｃ）第
１ワイヤレス受信機、（ｄ）第２ワイヤレス受信機、および（ｅ）第１データの第１セグ
メントを第１ワイヤレス送信機へ、および第１データの第２セグメントを第２ワイヤレス
送信機へ通信するために形成されたデュアル・バンド管理コンポーネントを含む。第１ワ
イヤレス送信機は、第１のワイヤレス標準規格に従って第１データの第１セグメントを第
１周波数帯でワイヤレスに送信するために形成される。第１ワイヤレス受信機は、第１の
ワイヤレス標準規格に従って第２データの第１部分を第１周波数帯でワイヤレスに受信す
るために形成される。第２ワイヤレス送信機は、第１のワイヤレス標準規格に従って第１
データの第２セグメントを第２周波数帯でワイヤレスに送信するために形成される。第２
ワイヤレス受信機は、第１のワイヤレス標準規格に従って第２データの第２部分を第２周
波数帯でワイヤレスに受信するために形成される。
【００１６】
　別の第２実施例は、２つの電子装置間のデータを伝送する方法に関連する。その方法は
、次の段階、すなわち（ａ）２つの電子装置の第１装置から第１データを受信する段階、
（ｂ）その第１データを少なくとも第１セグメントおよび第２セグメントに分割する段階
、（ｃ）第１のワイヤレス標準規格に従って第１セグメントを２つの電子装置の第２装置
へ送信する段階、および（ｄ）第２のワイヤレス標準規格に従って第２セグメントを２つ
の電子装置の第２電子装置へ送信する段階を含む。
【００１７】
　さらに別の第２実施例は、２つの電子装置間のデータを伝送する方法に関連する。その
方法は、次の段階、すなわち（ａ）２つの電子装置の第１電子装置から第１データを受信
する段階、（ｂ）その第１データを少なくとも第１セグメントおよび第２セグメントに分
割する段階、（ｃ）第１のワイヤレス標準規格に従って第１セグメントを２つの電子装置
の第２電子装置へ第１周波数帯で送信する段階、および（ｄ）第１のワイヤレス標準規格
に従って第２セグメントを２つの電子装置の第２電子装置へ第２周波数帯で送信する段階
を含む。
【００１８】
　図１は、第１実施例に従って、データを同報通信（放送）するためのコンピュータ・コ
ンポーネント１０１の例を示す。同じかあるいは異なる実施例では、コンピュータ・コン
ポーネント１０１は、コンピュータとネットワークとの間でデータを通信するためのコン
ピュータ・コンポーネントと考えることもできる。
【００１９】
　コンピュータ・コンポーネント１０１は、ゲートウェイ装置でもあり得る。ゲートウェ
イ装置は、コンピュータをネットワークあるいはネットワーク中の他の電気装置に接続す
るために使用される電気的な装置である。例えば、コンピュータ・コンポーネント１０１
は、次の１またはそれ以上、すなわち、ルータ、ハブ、ワイヤレス・アクセス・ポイント
、モデム・ルータ、ＶｏＩＰ（ボイス・オーバ・インターネット・プロトコル）モデム・
ルータ、ワイヤレス・イーサネット（登録商標）・ブリッジ、およびワイヤレス・ネット
ワーク・インターフェイス・カード（ＷＮＩＣ）を含む。
【００２０】
　コンピュータ・コンポーネント１０１は、１またはそれ以上の回路基板（図示せず）、
１またはそれ以上のネットワーク・コネクタ１１２、入力装置１０４、１またはそれ以上
のアンテナ１０５，１０６を収容するシャーシ１０２を含む。アンテナ１０５，１０６は
、電磁波（つまり、ワイヤレス・ネットワーク）を使用して、情報伝送のために使用する
ことができる。ネットワーク・コネクタ１１２は、例えばイーサネット（登録商標）・コ
ネクタ、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）コネクタ、シリアル・ポート・コネク
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タ、パラレル・ポート・コネクタおよび同種のコネクタを含むあらゆるタイプのネットワ
ーク・コネクタである。
【００２１】
　シャーシ１０２の内部の回路基板に含まれる要素例の代表的なブロック図が図２に示さ
れる。この実施例では、中央処理装置（ＣＰＵ）２１０は、システム・バス２１４に結合
される。様々な実施例では、ＣＰＵ２１０のアーキテクチャは、商業的に販売された様々
なアーキテクチャ・ファミリのいずれにも準拠することができる。
【００２２】
　また、システム・バス２１４は、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）およびランダム・
アクセス・メモリ（ＲＡＭ）の両方を含めることができるメモリ２０８に結合される。メ
モリ２０８の不揮発性部分またはＲＯＭは、システム・リセット後にコンピュータ・コン
ポーネント１０１（図１）を機能的な状態へ復帰するために適したブート・コード・シー
ケンスでエンコードされる。
【００２３】
　図２に示された実施例では、１またはそれ以上のネットワーク・アダプタ２２０，２２
１，２２３、入力アダプタ２２６、および他のＩ／Ｏ装置２２２のような様々なＩ／Ｏ装
置は、システム・バス２１４に結合される。ネットワーク・アダプタ２２１は、アンテナ
１０６に結合され、また、ネットワーク・アダプタ２２０は、アンテナ１０５に結合され
る。各ネットワーク・アダプタ２２１，２２０に結合されるアンテナの数を変えることが
できる。例えば、単一のネットワーク・アダプタをアンテナ１０５，１０６と共に使用す
ることができる。
【００２４】
　ネットワーク・アダプタ２２３，２２０，２２１を介するネットワーク・コネクタ１１
２、アンテナ１０５，１０６は、それぞれ直接あるいはシステム・バス２１４を経由して
ＣＰＵ２１０に結合される。他の実施例では、単一のネットワーク・アダプタがこれらす
べての装置をコントロールするために使用することができる。
【００２５】
　一実施例において、ネットワーク・アダプタ２２０は、ネットワーク・コネクタ１１２
に結合するために形成される。一実施例において、ネットワーク・コネクタ１１２は、１
つのＡＤＳＬ（非対称デジタル加入者線）コネクタおよび４つのイーサネット（登録商標
）・ポートを含む。
【００２６】
　いくつかの実施例では、ネットワーク・アダプタ２２０，２２１は、各々送信機２６０
，２６２をそれぞれ含めることができる。また、ネットワーク・アダプタ２２０，２２１
は、それぞれ受信機２６１，２６３を含めることができる。送信機２６０，２６２は、無
線周波数あるいは他のワイヤレス送信機であり得る。受信機２６１，２６３は、無線周波
数あるいは他のワイヤレス受信機であり得る。多数の実施例では、送信機２６０，２６２
および受信機２６１，２６３は、ラジオを含めてもよく、あるいはラジオでもあり得る。
【００２７】
　多くの実施例では、ネットワーク・アダプタ２２０は、第１のワイヤレス標準規格に従
ってデータを送信し受信するために形成される。すなわち、送信機２６０は、第１のワイ
ヤレス標準規格に従ってデータを送信し、また、受信機２６１は、第１のワイヤレス標準
規格に従ってデータを受信する。
【００２８】
　同様に、ネットワーク・アダプタ２２１は、第２のワイヤレス標準規格に従ってデータ
を送信し受信するために形成される。すなわち、送信機２６２は、第２のワイヤレス標準
規格に従ってデータを送信し、また、受信機２６３は、第２のワイヤレス標準規格に従っ
てデータを受信する。第１のワイヤレス標準規格は、第２のワイヤレス標準規格と異なっ
ていてもよい。
【００２９】
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　いくつかの実施例では、ネットワーク・アダプタ２２０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ標
準規格に従って送信し受信する。また、ネットワーク・アダプタ２２１は、ＩＥＥＥ８０
２．１１ｎ標準規格に従って送信し受信することができる。他の例において、ネットワー
ク・アダプタ２２１は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ標準規格に従って送信し受信してもよい
。
【００３０】
　ここで使用される用語「ワイヤレス標準規格」は、オリジナルのＩＥＥＥ８０２．１１
標準規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ標準規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ標準規格、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｇ標準規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格、他のあらゆるＩＥＥＥ８
０２．１１標準規格または修正版、あるいはローカル・エリア・ネットワーク上でデータ
をワイヤレスに送信するために使用される他のあらゆる標準規格プロトコルを指す。一実
施例では、「ワイヤレス標準規格」は、非ローカル・エリア・ネットワークのために設計
された衛星通信標準規格あるいはセルラー電話通信標準基準（例えば、ＧＳＭ（広域移動
体通信システム）標準規格、ＩＳ－９５（暫定標準規格）標準規格、ＴＤＭＡ（時分割多
元接続）標準規格、およびＣＤＭＡ（符号分割多元接続）標準規格）を含まない。
【００３１】
　別の実施例では、ネットワーク・アダプタ２２０は、第１のワイヤレス標準規格に従い
第１周波数帯を介して送信し受信し、また、ネットワーク・アダプタ２２１は、第１のワ
イヤレス標準規格に従い第２周波数帯を介して送信し受信することができる。例として、
ネットワーク・アダプタ２２０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格に従って２．４ＧＨ
ｚ（ギガヘルツ）帯（つまり、約２，４００～２，５００メガヘルツ）上で送信し受信す
ることができる。ネットワーク・アダプタ２２１は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格に
従って５ＧＨｚ帯（つまり、約５，７２５～５，８７５メガヘルツ）上で送信し受信する
ことができる。
【００３２】
　図２に示されるコンポーネントに対する他のバリエーションが当技術で知られている。
さらに、コンピュータ・ネットワーク・コンポーネント１０１（図１および図２）の他の
多くのコンポーネントは示されていないが、そのようなコンポーネントおよびそれらの相
互接続は、当業者において周知である。
【００３３】
　図１および図２のコンピュータ・コンポーネント１０１が走り出すと、メモリ２０８に
格納されたプログラム命令は、ＣＰＵ２１０によって実行される。メモリ２０８に格納さ
れたプログラム命令の一部は、図５～図８に関して以下説明されるように、コンピュータ
３０２（図３）とネットワークとの間でデータを伝送する方法の少なくとも一部を実行す
るために適している。同一または別の例では、コンピュータ３０２（図３）とネットワー
クとの間でデータを伝送する方法の少なくとも一部は、図５～図８に関して以下説明され
るように、コンピュータ・コンポーネント１０１中の回路によって実行される。
【００３４】
　図３は、コンピュータ・コンポーネント１０１と協働するために適したコンピュータ３
０２の例を示す。いくつかの実施例では、コンピュータ３０２もコンピュータ・コンポー
ネントと考えることができる。コンピュータ３０２は、１またはそれ以上の回路基板（図
示せず）を収容するシャーシ３０５、フレキシブル・ディスク・ドライブ３１２、デジタ
ル・ビデオ・ディスク（ＤＶＤ）ドライブおよび／またはコンパクト・ディスク・リード
・オンリ・メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）ドライブ３１６、マウス３１０、キーボード３０４、
モニタ３０６、ビデオ・スクリーン３０８、およびハード・ドライブ３１４を含む。
【００３５】
　シャーシ３０５内の回路基板に含まれる要素の例の代表的なブロック図が図４に示され
る。図４中のＣＰＵ４１０は、図４中のシステム・バス４１４に結合される。様々な実施
例では、ＣＰＵ４１０のアーキテクチャは、商業的に販売された様々なあらゆるアーキテ
クチャ・ファミリに準拠し、ＲＳ／６０００ファミリ、モトローラ６８０００ファミリ、



(12) JP 2009-60587 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

あるいはインテルｘ８６ファミリを含むが、これらに制限されることはない。
【００３６】
　システム・バス４１４は、また、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）およびランダム・
アクセス・メモリ（ＲＡＭ）の両方を含むメモリ４０８に結合される。メモリ４０８また
はＲＯＭの不揮発性の部分は、システム・リセット後にコンピュータ・コンポーネント３
０２（図３）を機能的な状態へ復帰するために適したブート・コード・シーケンスでエン
コードされる。加えて、メモリ４０８は、基本入出力システム（ＢＩＯＳ）のようなマイ
クロコードを含めることができる。
【００３７】
　図４に示された実施例中において、ディスク・コントローラ４０４、グラフィック・ア
ダプタ４２４、ビデオ・コントローラ４０２、キーボード・アダプタ４２６、マウス・ア
ダプタ４０６、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１、および他のＩ／Ｏ装置およびア
ダプタ４２２のような様々なＩ／Ｏ装置は、システム・バス４１４に結合される。キーボ
ード・アダプタ４２６およびマウス・アダプタ４０６は、キーボード３０４（図３および
図４）およびマウス３１０（図３および図４）にそれぞれ結合される。グラフィック・ア
ダプタ４２４およびビデオ・コントローラ４０２は図４において別個のユニットとして示
されているが、ビデオ・コントローラ４０２がグラフィック・アダプタ４２４へ、あるい
はその逆に他の実施例では統合されてもよい。ビデオ・コントローラ４０２は、コンピュ
ータ３０２（図３）のビデオ・スクリーン３０８（図３）に映像を表示するためのモニタ
３０６（図３および４）をリフレッシュするために適している。ディスク・コントローラ
４０４は、ハード・ドライブ３１４（図３および図４）、フレキシブル・ディスク・ドラ
イブ３１２（図３および図４）、およびＣＤ－ＲＯＭドライブ３１６（図３および図４）
を制御する。他の実施例では、別個のユニットがこれらの装置の各々を別々に制御するた
めに使用される。
【００３８】
　ネットワーク・アダプタ４３０，４３１の各々は、１またはそれ以上のアンテナ４３５
，４３６にそれぞれ結合される。いくつかの実施例では、ネットワーク・アダプタ４３０
，４３１は、コンピュータ３０２（図３）の拡張ポート（図示せず）にプラグ挿入あるい
は結合された単一のＷＮＩＣカード４６９の一部である。他の実施例では、ＷＮＩＣカー
ド４６９は、コンピュータ３０２に組み込まれたワイヤレス・ネットワークカードである
。ワイヤレス・ネットワーク・アダプタは、マザーボードのチップセット（図示せず）に
集積されたワイヤレス・イーサネット（登録商標）能力を持たせることによってコンピュ
ータ３０２に組み込め、あるいは、ＰＣＩ（フェリフェラル・コンポーネント・インター
コネクタ）あるいはＰＣＩエクスプレス・バスを通じて接続され、専用ワイヤレス・イー
サネット（登録商標）・チップ（図示せず）によって実装することができる。
【００３９】
　いくつかの実施例において、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１は、各々送信機４
６４，４６６をそれぞれ含めることができる。ネットワーク・アダプタ４３０，４３１は
、また、受信機４６５，４６７をそれぞれ含めることができる。送信機４６４，４６６は
、無線周波数あるいは他のワイヤレス送信機であってもよい。受信機４６５，４６７は、
無線周波数あるいは他のワイヤレス受信機であってもよい。多くの実施例では、送信機４
６４，４６６、および受信機４６５，４６７は、ラジオを含んでいてもよく、ラジオであ
ってもよい。
【００４０】
　多くの実施例では、ネットワーク・アダプタ４３０は、第１のワイヤレス標準規格に従
ってデータを送信し受信するために形成することができる。すなわち、送信機４６４は、
第１のワイヤレス標準規格に従ってデータを送信することができ、また、受信機４６５は
、第１のワイヤレス標準規格に従ってデータを受信することができる。
【００４１】
　同様に、ネットワーク・アダプタ４３１は、第２のワイヤレス標準規格に従ってデータ
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を送信し受信するために形成することもできる。すなわち、送信機４６６は、第２のワイ
ヤレス標準規格に従ってデータを送信することができ、また、受信機４６７は、第２のワ
イヤレス標準規格に従ってデータを受信することができる。第１のワイヤレス標準規格は
、第２のワイヤレス標準規格と異なっていてもよい。
【００４２】
　いくつかの実施例において、ネットワーク・アダプタ４３０は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｂ標準規格に従って送信し受信し、また、ネットワーク・アダプタ４３１は、ＩＥＥＥ８
０２．１１ｎ標準規格に従って送信し、受信することができる。他の例において、ネット
ワーク・アダプタ４３１は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ標準規格に従って送信し受信するこ
とができる。
【００４３】
　異なる実施例では、ネットワーク・アダプタ４３０は、第１のワイヤレス標準規格に従
って第１周波数帯で送信し受信することができ、また、ネットワーク・アダプタ４３１は
、第１のワイヤレス標準規格に従って第２周波数帯で送信し受信することができる。例と
して、ネットワーク・アダプタ４３０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格に従って２．
４ＧＨｚ（ギガヘルツ）帯上で送信し受信することができ、また、ネットワーク・アダプ
タ４３１は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標準規格に従って５ＧＨｚ帯上で送信し受信するこ
とができる。
【００４４】
　図２に示されるコンポーネントに対する他のバリエーションが当技術で知られている。
さらに、コンピュータ・ネットワーク・コンポーネント３０２（図３）の他の多くのコン
ポーネントは示されていないが、そのようなコンポーネントおよびそれらの相互接続は、
当業者において周知である。
【００４５】
　コンピュータ３０２（図３）が走り出すと、フレキシブル・ディスク・ドライブ３１２
内のフレキシブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３１６内のＣＤ－ＲＯＭ、ハード・
ドライブ３１４、あるいはメモリ４０８（図４）中に格納されたプログラム命令がＣＰＵ
４１０（図４）によって実行される。これらの装置に格納されたプログラム命令の一部は
、図５～図８に関して以下説明されるように、コンピュータ３０２（図３）とネットワー
クとの間のデータを伝送する方法の少なくとも一部を実行するために適している。同一ま
たは別の例では、コンピュータ３０２（図３）とネットワークとの間でデータを伝送する
方法の少なくとも一部は、図５～図８に関して以下説明されるように、コンピュータ３０
２中の回路によって実行される。
【００４６】
　図５は、第１実施例に従って、コンピュータ３０２とネットワーク５０３との間でデー
タを伝送するために形成されたシステム例５００のブロック図である。いくつかの実施例
では、システム５００は、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１，２２０，２２１を使
用して、コンピュータとネットワークとの間でデータを伝送するために用いられるワイヤ
レス通信システムである。システム５００は、単に例示であり、また、本発明がここに示
された特定の実施例あるいは具体例に制限されることはない。システム５００は、特にこ
こに示されていない様々な異なる実施例あるいは具体例において使用される。
【００４７】
　例として、コンピュータ・コンポーネント１０１は、（ａ）デュアル・バンド管理コン
ポーネント５５０、（ｃ）ネットワーク・アダプタ２２０，２２１，２２３、および（ｄ
）アンテナ１０５，１０６を含む。
【００４８】
　同じかあるいは異なる例において、コンピュータ３０２は、（ａ）オペレーティング・
システム５９０、（ｂ）１またはそれ以上のコンピュータ・プログラム５９１、（ｃ）デ
ュアル・バンド管理コンポーネント５６０、（ｄ）ネットワーク・アダプタ４３０，４３
１、および（ｅ）アンテナ４３５，４３６を含む。いくつかの実施例では、ネットワーク
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・アダプタ４３０，４３１、アンテナ４３５，４３６、およびデュアル・バンド管理コン
ポーネント５６０は、ＷＮＩＣカード４６９（図４）に所在する。
【００４９】
　他の実施例では、デュアル・バンド管理コンポーネント５６０は、メモリ４０８（図４
）、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１に所在することができ、アンテナ４３５，４
３６は、ＷＮＩＣカード４６９（図４）内に位置してもよい。
【００５０】
　システム５００は、従来のワイヤレス・ネットワーク速度の２倍に近い速度で、コンピ
ュータ３０２とコンピュータ・コンポーネント１０１との間でワイヤレスにデータを伝送
するために形成される。多くの例では、ネットワーク５０３は、コンピュータ・コンポー
ネント１０１にデータを伝送する。デュアル・バンド管理コンポーネント５５０は、その
データを複数のセグメントに分割する。ネットワーク・アダプタ２２１およびアンテナ１
０６は、第１のワイヤレス標準規格に従い第１周波数帯を使用してセグメントの第１部分
をアンテナ４３５およびネットワーク・アダプタ４３０に伝える。同様に、ネットワーク
・アダプタ２２０およびアンテナ１０５は、（ａ）第１のワイヤレス標準規格に従って第
２周波数帯、あるいは（ｂ）第２のワイヤレス標準規格に従って第１周波数帯あるいは第
２周波数帯を使用して、セグメントの第２部分をアンテナ４３６およびネットワーク・ア
ダプタ４３１へ同時に伝える。
【００５１】
　デュアル・バンド管理コンポーネント５６０は、複数のセグメントをオリジナルのデー
タ・ストリームへ統合し、その後そのオリジナルのデータ・ストリームをコンピュータ３
０２中で走るコンピュータ・プログラム５９１に渡す。
【００５２】
　同様に、多くの例において、データをコンピュータ３０２からネットワーク５０３に伝
送するために、コンピュータ・プログラム５９１は、そのデータをデュアル・バンド管理
コンポーネント５６０に伝える。デュアル・バンド管理コンポーネント５６０は、そのデ
ータを複数のセグメントに分割する。ネットワーク・アダプタ４３０およびアンテナ４３
５は、第１のワイヤレス標準規格に従い第１周波数帯を用いてセグメントの第１部分をア
ンテナ１０６およびネットワーク・アダプタ２２１に伝える。同様に、ネットワーク・ア
ダプタ４３１およびアンテナ４３６は、（ａ）第１のワイヤレス標準規格に従って第２周
波数帯、あるいは（ｂ）第２のワイヤレス標準規格に従って第１周波数帯あるいは第２周
波数帯を使用して、セグメントの第２部分をアンテナ１０５およびネットワーク・アダプ
タ２２０へ同時に伝える。デュアル・バンド管理コンポーネント５５０は、複数のセグメ
ントをオリジナルのデータ・ストリームへ統合し、その後そのオリジナルのデータ・スト
リームをネットワーク５０３に渡す。
【００５３】
　いくつかの実施例では、コンピュータ５０２は、コンピュータ３０２のコンポーネント
と同一か類似するコンポーネントを含んでいる。これらの実施例では、コンピュータ・コ
ンポーネント１０１は、図８に以下説明される方法を使用するコンピュータ３０２および
コンピュータ５０２の両方にデータを伝える。
【００５４】
　図６は、第１実施例に従って、デュアル・バンド管理コンポーネント例５５０のブロッ
ク図である。デュアル・バンド管理コンポーネント５５０は、（ａ）ネットワーク・アダ
プタ２２０，２２１（図２および図５）からおよびそれらへデータの１またはそれ以上の
セグメントを伝えるために形成されたデータ通信モジュール６５１、（ｂ）ネットワーク
・コネクタ１１２（図１および図２）を通ってネットワーク５０３（図５）からおよびそ
れへデータ・ストリームを伝えるために形成されたネットワーク通信モジュール６５２、
（ｃ）ネットワーク５０３（図５）から受信したデータを少なくとも２つのセグメントへ
分割するために形成されたデータ分割モジュール６５３、（ｄ）　ネットワーク・アダプ
タ２２０，２２１（図２および図５）から受信したデータのセグメントを単一のデータ・



(15) JP 2009-60587 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

ストリームへ組み合わせるために形成されたデータ統合モジュール６５４、（ｅ）ネット
ワーク・アダプタ２２０，２２１（図２および図５）の伝送容量を決定するために形成さ
れた帯域幅計算器またはアベイラビリティ・モジュール６５５、および（ｆ）ネットワー
ク５０３（図５）から受信したデータ・ストリーム中のデータの優先順位を決定するため
に形成されたプライオリティ・モジュール６５６を含む。
【００５５】
　いくつかの実施例では、ネットワーク５０３（図５）から受信したデータの各セグメン
トは、ネットワーク・アダプタ２２０，２２１（図２および図５）の１つのアダプタに関
連する。これらの実施例では、データ分割モジュール６５３は、ネットワーク５０３（図
５）から受信したデータを分解するために形成され、少なくとも２つのセグメントの各セ
グメント中のデータ量は、そのデータのセグメントと関連するアダプタの伝送容量に関係
する。同じかあるいは異なる実施例では、データ分割モジュール６５３は、データを分割
するために形成され、各セグメントの相対的なサイズは、関連するネットワーク・アダプ
タの利用可能な帯域幅に比例する。同じかあるいは異なる実施例において、デュアル・バ
ンド管理コンポーネント５５０および／または５６０（図５）は、負荷バランス技術を使
用する。
【００５６】
　図７は、第１実施例に従って、デュアル・バンド管理コンポーネント例５６０のブロッ
ク図である。デュアル・バンド管理コンポーネント５６０は、（ａ）ネットワーク・アダ
プタ４３０，４３１（図４および図５）からおよびそれらへデータの１またはそれ以上の
セグメントを伝えるために形成されたデータ通信モジュール７５８、（ｂ）コンピュータ
・プログラム５９１（図５）からおよびそれへデータ・ストリームを伝えるために形成さ
れたコンピュータ通信モジュール７５７、（ｃ）コンピュータ・プログラム５９１（図５
）から受信したデータを少なくとも２つのセグメントへ分解するために形成されたデータ
分割モジュール６５３、（ｄ）ネットワーク・アダプタ４３０，４３１（図４および図５
）から受信したデータのセグメントを単一のデータ・ストリームへ組み合わせるために形
成されたデータ統合モジュール６５４、（ｅ）ネットワーク・アダプタ４３０，４３１（
図４および図５）の伝送容量を決定するために形成されたアベイラビリティ・モジュール
６５５、（ｆ）コンピュータ・プログラム５９１（図５）から受信したデータ・ストリー
ム中のデータの優先順位を決定するために形成されたプライオリティ・モジュール６５６
、および（ｇ）コンピュータ３０２（図３および図５）に結合されたネットワーク・アダ
プタを検出するために形成された検出モジュール７５９を含む。いくつかの実施例では、
検出モジュール７５９は、またデュアル・バンド管理コンポーネント５５０の一部でもあ
り得る。
【００５７】
　いくつかの実施例では、コンピュータ・プログラム５９１（図５）から受信したデータ
の各セグメントは、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１（図４および図５）の１つの
アダプタに関連する。これらの実施例では、データ分割モジュール６５３はコンピュータ
・プログラム（図５）から受信したデータを分割するか分解するために形成され、少なく
とも２つのセグメントの各セグメント中のデータ量は、そのデータのセグメントに関連し
たアダプタの伝送容量と関連する。同じかあるいは異なる実施例では、データ分割モジュ
ール６５３は、そのデータを分割するために形成され、各セグメントの相対的なサイズは
、その関連するネットワーク・アダプタの利用可能な帯域幅に比例する。
【００５８】
　図８は、第１実施例に従って、コンピュータ３０２（図３および図５）からネットワー
ク５０３（図５）へデータを伝送する方法例８００のフローチャートを示す。この方法は
、ここに説明された実施例の様々な側面を実行するための技術を単に表したに過ぎず、そ
のシステム５００（図５）および方法８００は、この特定の実施例に制限されるものでは
なく、多くの他の実施例（制限するものではないが、同じステップの他のシーケンス）と
して、可能であることを認識すべきである。
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【００５９】
　この図示された実施例において、方法８００の最初の動作は、コンピュータ３０２（図
３および図５）に結合されたネットワーク・アダプタを検出する動作８０５である。図７
を再び参照して、検出モジュール７５９は、コンピュータ３０２（図３および図５）に結
合されたあらゆるネットワーク・アダプタを検出するために形成される。一実施例におい
て、検出モジュール７５９は、オペレーティング・システム５９０（図５）によって格納
され、コンピュータ３０２（図３および図５）に結合された装置のリストまたはテーブル
にアクセスすることができる。図５に示された実施例では、２つのネットワーク・アダプ
タ４３０，４３１がコンピュータ３０２に結合されている。
【００６０】
　図８を再び参照して、方法８００の次の動作は、ネットワーク・アダプタ４３０（図４
および図５）とネットワーク・アダプタ２２０（図２および図５）との間のネットワーク
接続を初期化する動作８１０である。
【００６１】
　方法８００の次の動作は、ネットワーク・アダプタ４３１（図４および図５）とネット
ワーク・アダプタ２２０（図２および図５）との間のネットワーク接続を初期化する動作
８１５である。動作８１０，８１５が、逆の順で、あるいは互いに同時に行なわれてもよ
い。
【００６２】
　続いて、方法８００は、各々のネットワーク・アダプタ４３０，４３１（図４および図
５）の最初に利用可能な帯域幅を確立する動作８２０を含む。図７を参照して、多くの実
施例では、デュアル・バンド管理コンポーネント５６０のアベイラビリティ・モジュール
６５５が、各ネットワーク接続、またはネットワーク・アダプタ４３０，４３１（図４お
よび図５）の前の利用可能な帯域幅を使用して、最初の利用可能な帯域幅を確立する。代
替の実施例では、ネットワーク接続の、あるいはネットワーク・アダプタ４３０，４３１
（図４および図５）のタイプおよび理論的な帯域幅に関する情報は、最初の帯域幅を確立
するために使用される。例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ標準規格および５ギガヘルツの
周波数帯を使用するネットワーク接続は、５４メガビット／秒の理論的な帯域幅を有する
であろう。ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ標準規格および２．４ギガヘルツの周波数帯を使用す
るネットワーク接続は、１１メガビット／秒の理論的な帯域幅を有するであろう。ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｎ標準規格および２．４あるいは５．０ギガヘルツの周波数帯を使用する
ネットワーク接続は、７４メガビット／秒の理論的な帯域幅を有するであろう。
【００６３】
　他の実施例では、ネットワーク接続の帯域幅を確立する代わりに、アベイラビリティ・
モジュール６５５は、２つのネットワーク接続間における最初のデータ割付けを決定する
。いくつかの実施例において、アベイラビリティ・モジュール６５５は、最初の割付けを
決定するために過去のデータ割付けに関して保存されたデータを使用する。代替例におい
て、アベイラビリティ・モジュール６５５は、２つのネットワーク接続間の予め定めた割
合のデータ（例えば、５０－５０分割）を割付けることができる。
【００６４】
　再び図８を参照して、方法８００の次の動作は、コンピュータ・プログラム５９１（図
５）からコンピュータ通信モジュール７５７（図７）へデータを伝送する動作８２５であ
る。伝送されるデータは、ｆｔｐ（ファイル転送プロトコル）データ、ｈｔｔｐ（ハイパ
ーテキスト転送プロトコル）データ、視聴覚ストリーミング・データ、およびＶｏＩＰ（
ボイス・オーバーＩＰ）データを含む様々なタイプのデータを含むが、これらに制限され
ることはない。いくつかの実施例において、コンピュータ・プログラム５９１からのデー
タの伝送は、デュアル・バンド管理コンポーネント５６０（図５および図７）がコンピュ
ータ３０２（図３および図５）からデータを受信することを意味する。
【００６５】
　方法８００の次の動作は、データの優先順位を決定する動作８３０である。いくつかの
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実施例において、プライオリティは、プライオリティ・モジュール６５６（図７）を使用
して決定される。データのプライオリティが決定された後、データおよびプライオリティ
・タグは、データ分割モジュール６５３（図７）に伝えられる。動作８２０，８２５，８
３０は、同様に他のシーケンスで生じてもよい。
【００６６】
　いくつかの実施例では、プライオリティは、他のデータ利用に対してリアルタイム動作
と関係するデータに与えることができる。例えば、視聴覚ストリーミング・データおよび
ＶｏＩＰデータは、他のタイプのデータに対して優先権を与えることができる。
【００６７】
　いくつかの実施例において、プライオリティを備えたデータは、最高品質のネットワー
ク接続を介して伝送される。いくつかの実施例では、最高品質のネットワーク接続は、最
低のパケット量損失を具備するネットワーク接続である。同じかあるいは異なる実施例に
おいて、優先度の高いデータは、保証された帯域幅が割付けられる。すなわち、優先度の
高いデータは、他のデータが必要とする帯域幅にかかわらず、予め定めた量の帯域幅が利
用可能となる。
【００６８】
　いくつかの実施例では、プライオリティ・モジュール６５６（図７）は、コンピュータ
・プログラム５９１（図５）によるデータのタグ付けにより、データの優先順位を決定す
ることができる。他の実施例では、プライオリティ・モジュール６５６（図７）は、その
タイプとプライオリティを決定するためにデータを分析する。さらに他の実施例では、ユ
ーザは、各データのタイプにプライオリティを設定することができる。
【００６９】
　方法８００の次の動作は、データ・ストリームを少なくとも第１セグメントおよび第２
セグメントに分割する動作８３５である。いくつかの実施例において、データは、データ
分割モジュール６５３（図７）を使用して分割される。様々な実施例において、デュアル
・バンド管理コンポーネント５６０（図５および図７）は、ネットワーク・アダプタ４３
０，４３１（図４および図５）の各々にそのアダプタのスループットに比例したサイズを
有するデータの一部を供給するために形成される。例えば、ネットワーク・アダプタ４３
０（図４および図５）がネットワーク・アダプタ４３１（図４および図５）のスループッ
トより２倍高いスループットを有し、かつそのデータ・ストリームが部分１から１０を含
む場合、デュアル・バンド管理コンポーネント（図４および図７）は、部分１，２，４，
５，７，８，１０をネットワーク・アダプタ４３０（図４および図５）に、部分３，６，
９をネットワーク・アダプタ４３１（図４および図５）へ送ることができる。
【００７０】
　一実施例では、第１セグメントは、ネットワーク・アダプタ４３０（図４および図５）
とネットワーク・アダプタ２２０（図２および５）との間のネットワーク接続に関係する
。第２セグメントは、ネットワーク・アダプタ４３１（図４および図５）とネットワーク
・アダプタ２２１（図２および図５）との間のネットワーク接続である。代替の実施例で
は、データ・ストリームは、３またはそれ以上のセグメントに分割することができる。
【００７１】
　図７を参照して、いくつかの実施例では、アベイラビリティ・モジュール６５５は、ネ
ットワーク接続の各々の利用可能な帯域幅をデータ分割モジュール６５３に伝える。一実
施例において、データ分割モジュール６５３は、利用可能な帯域幅に基づいてデータを分
割する。すなわち、データ分割モジュール６５３は、負荷バランスをネットワーク接続に
適用することができる。他の実施例では、データの予め定める部分をデータ分割モジュー
ル６５３は、各ネットワーク接続に割当てる。
【００７２】
　ネットワーク接続間のデータの分割は、各ネットワーク接続の変化する帯域幅およびア
ベイラビリティ（つまり、変化する無線周波数状態、変化するネットワーク・トラフィッ
ク・パターン）に基づいて連続的に変わる。例えば、パケット損失量が１つのネットワー
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ク接続で増加する場合、そのネットワーク接続に割当てられたデータ量は減少する。しか
しながら、データリンクのスループットが増加する場合、そのネットワーク接続に当てら
れたデータ量は増加する。いくつかの実施例では、データ分割は、パケット・レベルで行
なわれる。
【００７３】
　いくつかの実施例では、識別あるいはマーク情報は、第１セグメントおよび第２セグメ
ントに加えられ、データ・ストリームの再構成を可能にする。例えば、各セグメントは番
号が付され、その結果受信中のデュアル・バンド管理コンポーネント内のデータ統合モジ
ュール６５４は、オリジナルのデータ・ストリームを正確に再構成するためにそのセグメ
ントを再結合する。この追加の情報は、システム５００のスループットを減少させる。し
かしながら、一実施例において、この追加情報によってスループットは１０パーセントだ
け減少するだけである。
【００７４】
　第１および第２セグメント間にデータを割り付けた後、図８を再び参照して、方法８０
０の次の動作は、データ通信モジュール７５８（図７）からネットワーク・アダプタ４３
０（図４および図５）へ第１セグメントを伝える動作８４０である。
【００７５】
　続いて、方法８００は、データ通信モジュール７５８（図７）からネットワーク・アダ
プタ４３１（図４および図５）へ第２セグメントを伝える動作８４５を含む。動作８４０
，８４５が、逆の順であるいは互いに同時に行なわれてもよい。
【００７６】
　方法８００の次の動作は、第１のワイヤレス標準規格に従い第１周波数帯を介して、第
１セグメントをネットワーク・アダプタ４３０（図４および図５）およびアンテナ４３５
（図４および図５）を用いて第１周波数で送信または同報通信する動作８５０である。
【００７７】
　方法８００は、さらに、（ａ）第２周波数帯を用いおよび第１のワイヤレス標準規格に
従って、または（ｂ）第２のワイヤレス標準規格に従って、第２セグメントをネットワー
ク・アダプタ４３０（図４および図５）およびアンテナ４３５（図４および図５）を用い
て第２周波数で送信または同報通信する動作８５５である。いくつかの実施例では、動作
８５５は、動作８５０と同時であり、あるいは、それらが逆の順で行なわれてもよい。さ
らに、動作８４０，８４５，８５０，８５５が互いに同時に行なわれる場合もある。
【００７８】
　図５を再び参照して、いくつかの実施例では、ネットワーク・アダプタ４３０およびネ
ットワーク・アダプタ４３１は、異なる周波数帯を介して送信し受信するために形成され
る。すなわち、第１周波数は、第２周波数とは異なる。例えば、ネットワーク・アダプタ
４３０は、５７２５メガヘルツと５８７５メガヘルツとの間（つまり、５ＧＨｚ（ギガヘ
ルツ）帯）の少なくとも１つの周波数上で第１セグメントを送信するために形成すること
ができる。ネットワーク・アダプタ４３１は、２４００メガヘルツと２５００メガヘルツ
との間（つまり、２．４ＧＨｚ帯）の少なくとも１つの周波数上で第２セグメントを送信
することができる。これらの例において、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１は、同
じワイヤレス標準規格を使用することができる。
【００７９】
　同じかあるいは異なる実施例において、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１は、ま
た、異なるワイヤレス標準規格に従って、第１および第２セグメントをそれぞれ伝送し受
信することもできる。
【００８０】
　いくつかの実施例において、ネットワーク・アダプタ４３０は、ＩＥＥＥ８０２．１１
ｇ標準規格に従って第１セグメントを送信するために形成される。様々な実施例では、ネ
ットワーク・アダプタ４３１は、またＩＥＥＥ８０２．１１ｇ標準規格に従って第２セグ
メントを送信するために形成することもできる。
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【００８１】
　異なる実施例において、ネットワーク・アダプタ４３０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ標
準規格に従って第１セグメントを送信するために形成され、そしてネットワーク・アダプ
タ４３１は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ標準規格に従って第２セグメントを送信するために
形成することができる。さらなる実施例では、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１両
方がＩＥＥＥ８０２．１１ａまたはＩＥＥＥ８０２．１１ｂ標準規格のうちの１つを使用
して通信するために形成することもできる。
【００８２】
　ネットワーク・アダプタ４３０，４３１が通信する標準規格および周波数は、互いから
完全に独立していることはない。いくつか標準規格はある周波数帯に関連する。例えば、
ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ標準規格は、２．４ＧＨｚ帯での使用のみである。
【００８３】
　図８を再び参照して、方法８００の次の動作は、第１のワイヤレス標準規格に従って、
第１周波数帯を使用するネットワーク・アダプタ２２０（図２および図５）およびアンテ
ナ１０６（図１、図２および図５）を用いて、第１周波数上で第１セグメントを受信する
動作８６０である。
【００８４】
　方法８００は、さらに、（ａ）第１のワイヤレス標準規格に従う第２周波数帯、または
（ｂ）第２のワイヤレス標準規格に従って、ネットワーク・アダプタ２２１（図２および
図５）およびアンテナ１０５（図１、図２および図５）を用いて第２周波数上で第２セグ
メントを受信する動作８６５を含む。動作８６０，８６５が、逆の順で、あるいは互いに
同時に行なわれてもよく、また、それらが動作８５０，８５５と同時に起ってもよい。
【００８５】
　続いて、方法８００は、ネットワーク・アダプタ２２０（図２および図５）からデータ
通信モジュール６５１（図６）に第１セグメントを伝える動作８７０を含む。
【００８６】
　方法８００は、さらに、第２セグメントをネットワーク・アダプタ２２１（図２および
図５）からデータ通信モジュール６５１（図６）に伝える動作８７５を含む。いくつかの
実施例では、動作８７０，８７５は互いに同時であってもよく、あるいは逆の順でもよい
。他の実施例では、動作８７０，８７５の順序は、第１および第２セグメントがいつネッ
トワーク・アダプタ２２１，２２０（図２および図５）によって受信されたかに依存する
。動作８４０，８４５，８５０，８５５，８６０，８６５，８７０，８７５が、さらに互
いに同時に生じることもある。
【００８７】
　続いて、方法８００は、データ統合モジュール６５４（図６）を使用して、第１セグメ
ントおよび第２セグメントを第１データ・ストリームに組み合わせる動作８８０を含む。
一実施例では、データ統合モジュール６５４（図６）は、データ分割モジュール６５３（
図７）によって第１および第２セグメントに付された番号またはタグを使用して、データ
・ストリームを再構築する。
【００８８】
　最後に、方法８００は、ネットワーク通信モジュール６５２（図６）を使用して、第１
データ・ストリームをネットワーク５０３（図５）に通信する動作８８５を含む。
【００８９】
　いくつかの実施例では、ネットワーク５０３（図５）から、コンピュータ３０２（図３
および図５）にデータを伝送する方法は、方法８００に類似することがある。ネットワー
ク５０３（図５）からコンピュータ３０２（図３および図５）にデータを伝送する際に、
ネットワーク・アダプタ２２０，２２１がデータ（図２）を送信し、ネットワーク・アダ
プタ４３０，４３１（図４）がそのデータを受信する。従って、ネットワーク５０３（図
５）からコンピュータ３０２（図３および図５）にデータを伝送する方法は、図１～図８
およびコンピュータ３０２（図３および図５）からネットワークデータ５０３（図５）に
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データを伝送する前述の議論に照らせば、当業者であれば明らかであろう。
【００９０】
　本発明は、特定の実施例に関して説明されたが、本発明の思想および範囲から逸脱せず
に、様々な変更が成されることを当業者は理解しているであろう。例えば、用語「セグメ
ント」、「セット」、「一部」、「部分」、「データ・グループ」および同種の用語が相
互に交換して使用できることは、当業者にとって明白であろう。他の例では、コンピュー
タ・コンポーネント１０１（図１および図２）は、ネットワーク・アダプタ２２０，２２
１（図２）と同一か類似する３またはそれ以上のネットワーク・アダプタを含めることが
できる。同様に、コンピュータ３０２（図３および図４）またはＷＮＩＣカード４６９（
図４）は、ネットワーク・アダプタ４３０，４３１（図４）と同一か類似する３またはそ
れ以上のネットワーク・アダプタを含めることができる。
【００９１】
　このような変更を追加えた例は、前述の説明で与えられている。従って、本発明の実施
例の開示は、本発明の範囲を例示するために意図されているのであり、制限すること意図
するものではない。本発明の範囲は、添付の請求項によって要求される範囲にのみに制限
されることが意図される。
【００９２】
　例えば、ここに議論されたシステムが様々な実施例中で実現され、これらの実施例の前
述の議論は、必ずしもあらゆる実施例の完全な説明を表すものではないことは、当業者に
とって明白であろう。むしろ、図面の詳細な説明および図面それ自身は、本発明の少なく
とも１つの好適な実施例を示し、本発明の代替の実施例を開示する。
【００９３】
　特定の請求項で要求された要素は、その請求項で要求された本発明にとって必須のもの
である。従って、１またはそれ以上の要求された要素の置換は、再構成であり、改変では
ない。さらに、利点、他の効果、および課題の解決は、特定の実施例に関して説明された
。あらゆる利点、効果、課題の解決を生じさせるあらゆる利点、効果、課題の解決、およ
び要素は、より明白になるであろうが、しかしながら、重要で、必要な、または必須の特
徴、あるいは、あらゆるまたはすべて請求項の要素として解釈すべきではない。
【００９４】
　さらに、ここに開示された実施例および制限は、その実施例および／または制限が（１
）請求項中に明らかに要求されていない、および（２）均等理論のもとで潜在的に明白な
均等物および／または請求項中の制限である場合、公有理論の下で公共に供するものでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】第１実施例に従って、データを同報通信するためのコンピュータ・コンポーネン
トの例を示す。
【図２】第１実施例に従って、図１のコンピュータ・コンポーネントのシャーシ内部にあ
る回路基板上に含まれる要素の代表的なブロック図を示す。
【図３】第１実施例に従って、図１のコンピュータ・コンポーネントと動作するために適
したコンピュータの例を示す。
【図４】第１実施例に従って、図３のコンピュータ・コンポーネントのシャーシ内部にあ
る回路基板上に含まれる要素の代表的なブロック図を示す。
【図５】第１実施例に従って、図３および図４のコンピュータとネットワークとの間でデ
ータを伝送するために形成されたシステム例のブロック図である。
【図６】第１実施例に従って、図１および図２のコンピュータ・コンポーネントのデュア
ル・バンド管理コンポーネント例のブロック図である。
【図７】第１実施例に従って、図３および図４のコンピュータ・コンポーネントのデュア
ル・バンド管理コンポーネント例のブロック図である。
【図８】第１実施例に従って、図３および図４のコンピュータから図５のネットワークへ
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データを伝送する方法例のためのフローチャートを示す。
【符号の説明】
【００９６】
１０１：コンピュータ・コンポーネント
２２０，２２１，２２３：ネットワーク・アダプタ
２６０，２６２：送信機
２６１，２６３：受信機
４６９：ＷＮＩＣ（ワイヤレス・ネットワーク・インターフェイス・カード）
５０３：ネットワーク
５５０，５６０：デュアル・バンド管理コンポーネント
６５３：データ分割モジュール
６５４：データ統合モジュール

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】



(24) JP 2009-60587 A 2009.3.19

フロントページの続き

(72)発明者  チェン，　リ－ター
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９１３０７　ウエスト・ヒルズ　ギルモア・ストリート２２
            ４００
(72)発明者  リーボウ，マイケル
            アメリカ合衆国　ニューヨーク州　１４６１８　ロチェスタ　カレンリー・ドライブ６５
Ｆターム(参考) 5K067 AA13  BB21  EE04  EE12  HH21 
　　　　 　　  5K201 BB04  DB00  EB07  ED07  EE10 



(25) JP 2009-60587 A 2009.3.19

【外国語明細書】
2009060587000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

